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居宅介護支援事業重要事項説明書 

《令和   年   月   日現在》 

 

１．事業の目的 

社会福祉法人八頭町社会福祉協議会本所（以下、「当事業所」という。）において実施する指定

居宅介護支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運

営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、要介護者が

その心身の状況や置かれている環境等に応じて、利用者及びその家族の意向を基に、居宅サービ

スまたは施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとと

もに、適切なサービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連

絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。 

 

２．運営方針 

① 利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮します。 

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づ

き適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的

に提供されるよう配慮して行います。 

③ 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

る居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏すること

のないよう、公正中立に行います。 

④ 事業の運営にあたり、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅

介護支援事業者、介護保険施設、医療機関等との連携に努めます。 

 

３．当事業所が提供するサービスについての相談窓口 

電 話 ： ０８５８－７２－６１２５ 

受付時間 ： ８：３０～１７：３０（月曜日～土曜日） 

担 当 者 ： 介護支援専門員 

＊ご不明な点は、なんでもお尋ね下さい。 

 

４．居宅介護支援事業所の概要 

（１）居宅介護支援事業者の指定番号及びサービス提供地域 

事 業 所 名 社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 本所 

所  在  地 鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

介護保険指定番号 居宅介護支援事業（事業所番号 ３１７１２００３４２ ） 

サービスを提供する地域 八 頭 町 
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（２）事業所の職員体制（別表２） 

 常 勤 非常勤 資 格 業 務 内 容 

管 理 者 １名  
主任介護支援 

専門員 
・本業務の統括 

介護支援専門員 １名以上  介護支援専門員 

・介護相談及び利用に関わる対応 

・居宅サービス計画の作成及び関

連機関との連絡調整 

・訪問調査 

 

（３）事業所の営業日及びサービス提供時間 

① 営 業 日      月曜日～土曜日（祝日含む） 

② 休 業 日      日曜日及び年末年始 （１２月３０日～１月３日） 

③ サービス提供時間  午前８時３０分～午後５時３０分までとします。 

 

５．居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容 

① 利用者の居宅を訪問し、利用者およびご家族に面接して情報を収集し、解決すべき

課題を把握します。 

② 当該地域における複数の指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用

料等の情報を適正に利用者およびご家族に提供し、また当該事業所をケアプランに位

置付けた理由を説明し、利用者にサービスの選択を求めます。 

また、以下について利用者およびご家族に説明を行い、サービス選択時の公正中立

性の確保を図ります。 

・前６ヶ月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合 

・前６か月間に作成したケアプランにおける、訪問介護、通所介護、地域密着型通

所介護、福祉用具貸与の各サービスの、同一事業者によって提供されたものの割

合 

③ 提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を

盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

④ 居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集したサービ

ス担当者会議、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について

専門的見地からの意見を求めます。 

⑤ 居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス事業者等について、保険給付の対

象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者および

ご家族に説明し、利用者から文書による同意を受けます。 

⑥ 居宅サービス計画に医療系サービス（訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リ

ハビリテーション等）を位置づける際は、利用者に同意を得て主治の医師等に意見を

求め、その意見を踏まえたサービス計画書を主治の医師等に交付します。 

⑦ 居宅サービス計画作成後も、利用者およびご家族、指定居宅サービス事業者等との

連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握（以下、「モニタリング」と
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いう）するとともに、少なくとも１月に１回利用者の居宅を訪問し、利用者の解決す

べき課題の把握に努め、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事

業者との連絡調整、その他の便宜の提供を行い、モニタリングの結果を記録します。 

⑧ 介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受け

たとき、その他必要と認めるときは、利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の

心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治

の医師等に提供します。 

⑨ 利用者の医療機関への入院の際は医療と介護の連携強化のため、入院時に担当ケア

マネージャーの氏名を入院先の医療機関に提供するよう依頼します。 

⑩ その他、居宅サービス計画に関する必要な支援を行います。 

 

６．利 用 料 金 

（１）利用料 

要介護又は要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付（別紙１）さ

れるので自己負担はありません。 

（２）交通費 

 当事業所のサービスを提供する方は無料です。 

（３）解約料 

利用者はいつでも契約を解除することができ、料金はかかりません。 

（４）その他 

支払方法 

料金が発生する場合、月毎の精算とし、毎月１５日までに前月分の請求書を発行致

しますのでお支払い下さい。お支払いいただきますと領収書を発行致します。 

お支払いは原則として口座引落しの利用をお願いします。ただし、口座引落しによ

るお支払いが困難な場合は相談に応じます。なお、口座引落しの手数料は事業所が負

担します。 

 

７．サービスの利用方法 

（１）サービスの利用開始 

当事業所職員がお伺いし、契約を締結した後、サービスの提供を開始します。 

（２）サービスの終了 

① 利用者の都合でサービスを終了する場合 

文書でお申し出下さればいつでも解約できます。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事由により、サービスの提供を終了させていただく場合

があります。その場合は、終了 1 ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他

の居宅介護支援事業者を紹介いたします。 

③ 自動終了 

以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。 

（ア） 利用者が介護保険施設に入所した場合（但し冬季入所等一時的な場合は

除きます。） 
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（イ） 介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当

（自立）と認定された場合 

（ウ） 利用者が死亡した場合 

④ その他 

利用者やご家族などが当事業所や当事業所の介護支援専門員に対して、本契約を

継続しがたいほどの背信行為を行った場合や、下記のような行為がみられハラスメ

ントに該当するとみなされる場合、即座にサービスを中止させていただくとともに

利用者の居住する地域包括支援センター等へ状況を報告させていただく場合があり

ます。 

（ア） 暴力又は乱暴な言動、無理な要求 

・物を投げつける 

・刃物を向ける、服を引きちぎる、手を払いのける 

・怒鳴る、奇声、大声を発する 

・対象範囲外のサービスの強要 

（イ） セクシュアルハラスメント 

・介護従事者の体を触る、手を握る 

・腕を引っ張り抱きしめる 

・ヌード写真を見せる 

・性的な話し卑猥な言動をする など 

（ウ） その他 

・介護従事者の自宅の住所や電話番号を聞く 

・ストーカー行為 など 

 

８．事故発生時の対応 

サービスの実施に伴い事故が発生した場合には、速やかに事業所、利用者のご家族等

に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

 

９．当事業所の居宅介護支援の特徴など 

 

（１）サービス利用のために 

事    項 有無 備    考 

介護支援専門員の変更 ○  

調査（課題把握）の実施 ○  

介護支援専門員への研修の実施 ○  

 

１０．緊急時の対応方法 

サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせにより、主治医、

救急隊、親族、事業者等へ連絡いたします。 
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１１．賠償責任 

事業者はサービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

 

１２．秘密保持・個人情報の保護 

① 従業員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし

ません。 

② 従業員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を漏らしません。 

③ 事業所が得た利用者およびご家族の個人情報について、介護サービス提供以外の目

的では原則的に使用いたしません。業務の必要性に応じた外部への情報提供について

は、利用者またはその家族の同意を得て行うものとします。 

 

１３．虐待の防止について 

事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、、次に掲げるとおり必要な措置を

講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図ります。 

② 虐待防止のための指針を整備します。 

③ 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。 

④ 虐待防止に関する担当者を選定します。 

    担当者 ： 居宅介護支援係長 

 

１４．身体拘束の禁止について 

① 事業者は、サービスの提供に当たり、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護

するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行

為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

② 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行うと場合には、その様態及び時間、その際の

利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録します。 

③ 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じます。 

（ア） 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。 

（イ） 身体拘束等の適正化のための指針を整備します。 

（ウ） 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に開催します。 

 

１５．衛生管理等 

事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を開催

するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備します。 
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③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓

練を定期的に行います。 

 

１６．業務継続計画の策定等 

① 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援

の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い、必要な措置

を講じます。 

② 事業者は従業者に対し、業務継続計画について説明、周知するとともに必要な研修

及び訓練を定期的に実施します。 

③ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変

更を行います。 

 

１７．サービス内容に関する苦情 

① 事業所の相談・苦情窓口 

居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供してい

る各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

・社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会  本所 

担当者 ： 居宅介護支援係長    

電 話 ： ０８５８－７２－６１２５  

② その他 

当該以外に、行政機関等の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八頭町役場 

郡家保健センター 

所在地   八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

電話番号  ０８５８－７２－３５６６ 

ＦＡＸ   ０８５８－７２－３５６５ 

鳥取県 

国民健康保険団体連合会 

所在地   鳥取市立川町 6丁目１７６ 

電話番号  ０８５７－２０－３６８１ 

ＦＡＸ   ０８５７－２９－６１１５ 

鳥取県社会福祉協議会 

所在地   鳥取市伏野１７２９－５ 

電話番号  ０８５７－５９－６３３５ 

ＦＡＸ   ０８５７－５９－６３４５ 
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１８．当法人の概要 

所在地        鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

名称・法人種別    社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 

代表者役職・氏名    会 長    岡 森  裕 

 

（支所名） 

○ 本  所     鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１ 

 

○ 船岡支所     鳥取県八頭郡八頭町船岡殿１５９番地 

 

○ 八東支所     鳥取県八頭郡八頭町東５９３番地１ 

（事 業） 

（１） 訪問介護事業 

（２） 通所介護事業 

（３） 居宅介護支援事業 

（４） 介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業 

（５） 介護予防・日常生活支援総合事業第１号通所事業 

（６） 障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護） 

（７） その他これに付随する事業 
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（別表１） 

【 該当事項 】 「サービス内容／利用料」 

《 内容 》 

●基本的なサービス内容、手順、利用料、ご利用者負担について 

基本的な 

居宅介護支援 
内容・標準的な手順 １月当たりの料金 

介護保険適用の有

無と利用負担額 

①居宅介護計画

の作成 

ご利用者より依頼→ 自宅へ訪問→ 

契約→ 相談プランニング 要介護１又は２ 

10,860円 

《取扱数45以上》 

「45以上60未満の部分」 

5,440円 

「60件以上の部分」 

3,260円 

要介護３～５ 

14,110円 

《取扱数45以上》 

「45以上60未満の部分」 

7,040円 

「60件以上の部分」 

4,220円 

 

 

《適用の有無》 

左の①～⑦の内容

は、居宅介護支援の

一連の支援として、

介護保険の対象と

なるものです。 

 

 

《利用者負担額》 

保険適用となる場

合には、全額、介護

保険より負担され

るので、負担金はあ

りません。 

②居宅サービス

事業者との連絡

調整 

コンピューター・電話・ファックスに

よる交信、適宜調整会議を開催 

③サービス実施

並びに利用者の

状況把握 

ご利用者への定期・不定期を含め訪問 

主としてサービス実施状況の確認 

計画実施評価並びにお客様の状況把

握 

④給付管理 
保険者、国保連窓口に直接ＦＤを持参

あるいは郵送・電送システムを活用 

⑤要介護認定の

協力援助 

要介護認定の申請や更新申請（有効期

限３０日前には）において必要な援助

を行う 

⑥介護保険施設

の紹介 

居住地区施設の利用を優先、不足分は

新規開拓を積極的に行う 

⑦ご利用者から

の相談の対応 

・直接事業所窓口にて対応 

・電話相談受付 

・緊急連絡は常時電話対応 

 

●ご利用者の状況等に応じた個別的なサービスの取扱内容、利用料、ご利用者負担について 

個別的な 

居宅介護支援 
取 扱 内 容 

１月当たり／ 

１回当たりの料金 
利用負担額 

⑧初回加算 
新規或いは要介護区分が二区分変更

した時等、プランを作成した場合。 
3,000円／月 

 

《適用の有無》 

左の⑧～⑭の内容

は、居宅介護支援

として、介護保険

の対象となるもの

です。 

 

《利用者負担額》 

保険適用となる場

合には、全額、介

護保険より負担さ

れるので、負担金

はありません。 

⑨入院時情報連

携加算 

（Ⅰ）利用者が病院又は診療所に入院

した当日に、当該病院又は診療所の職

員に対して必要な情報を提供してい

る。 

（Ⅱ）利用者が病院又は診療所に入院

した日の翌日又は翌々日に、当該病院

又は診療所の職員に対して必要な情

報を提供している。 

（Ⅰ）2,500円／月 

 

（Ⅱ）2,000円／月 

➉退院退所加算

（Ⅰ）イ 

医療機関や介護保険施設等の職員か

ら利用者に関する必要な情報の提供

をカンファレンス以外の方法により

１回受けている。 

4,500円／回 
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退院退所加算

（Ⅰ）ロ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利

用者に関する必要な情報の提供をカンフ

ァレンスにより１回受けている。 

6,000円/回 

退院退所加算

（Ⅱ）イ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利

用者に関する必要な情報の提供をカンフ

ァレンス以外の方法により２回受けてい

る。 

6,000円/回 

 
 

 

退院退所加算

（Ⅱ）ロ 

医療機関や介護保険施設等の職員から利

用者に関する必要な情報の提供を２回受

けており、うち１回以上はカンファレンス

によること。 

7,500円/回 

 

退院退所加算

（Ⅲ） 

医療機関や介護保険施設等の職員から利

用者に関する必要な情報の提供を３回以

上受けており、うち１回以上はカンファレ

ンスによること。 

9,000円/回 

⑪緊急時等居宅カ

ンファレンス加算 

医療機関の職員と共に居宅を訪問しカン

ファレンスを行い必要に応じて利用調整

を行った場合。 

 

2,000円／回 

(月２回を限度) 

 

⑫通院時情報連携

加算 

利用者が医療機関において医師又は歯

科医師の診察を受ける際にケアマネジ

ャーが同席し、医師又は歯科医師等と情

報連携を行い、その情報を踏まえてケア

マネジメントを行った場合。 

500円／月 

⑬特定事業所 

加算Ⅰ・Ⅱ 

（Ⅰ）：加算要件である「主任介護支援専

門員２名とその他 3 名以上の常勤専従の

介護支援専門員の配置や２４時間連絡体

制の確保、利用者の認定が要介護３・４・

５であるものが利用者総数にうち４０％

以上等」を整備し、行政に届出を行ったこ

とによる。 

（Ⅱ）：加算要件である「主任介護支援専

門員とその他３名以上の常勤専従の介護

支援専門員の配置や２４時間連絡体制の

確保等」を整備し、行政に届出を行ったこ

とによる。 

（Ⅰ）5,190円／月 

（Ⅱ）4,210円／月 

⑭中山間地域等居

住の方へのサービ

ス提供加算 

事業所が、通常の事業実施地域を超えて、

中山間地域等に居住する利用者に居宅介

護支援を行った場合 
５％／件／月 

⑮特別地域加算 
離島・山間・へき地などの地域に所在する

事業所が居宅介護支援を行った場合。 
15％／件／月 
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⑯ターミナルケ

アマネジメント

加算 

在宅で死亡した利用者に対し、利用者又は

その家族の同意を得た上で、死亡日及び死

亡日前１４日以内に２日以上在宅を訪問

し、主治医の医師等の助言を得つつ、利用

者の状態やサービス変更の必要性等の把

握、利用者への支援を実施し、訪問により

把握した利用者の心身の状況等の情報を

記録、主治の医師等及びケアプランに位置

付けた居宅サービス事業者へ提供した場

合。 

4,000円／月 

 

 

【 該当事項 】 「職員体制について」 

 《 内容 》 主任介護支援専門員を配置 

 

【 該当事項 】 「２４時間連絡可能な体制の確保について」 

 《 内容 》  

   常時、八頭町社会福祉協議会 本所 居宅介護支援事業所 電話番号（0858－72－6125）にて

連絡を取ることができ、必要に応じ相談にも応じます。 

   なお、営業時間外（１７：３０～８：３０）については、輪番制による当番の 

携帯電話（０９０－１０１０－２６６７）で対応いたします。 

 

 

 

 

（別表２） 

 

事業所の職員体制 

 常 勤 非常勤 資 格 

管 理 者 １名  主任介護支援専門員 

介護支援専門員 

 

専従４名 

兼務２名 

 

０名 
主任介護支援専門員 

介護支援専門員 
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令和   年   月   日 

 

 

居宅介護支援サービスの提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に

基づいて重要事項を説明し、了承をいただきました。 

 

【事業者】 

住  所    鳥取県八頭郡八頭町宮谷２５４番地１    

 

事業者名   社会福祉法人 八頭町社会福祉協議会 本所 

 

事業者代表  事務局長   平 木  ひ ろ み   印      

 

 

説明者                        印 

 

 

私は契約書及び本書面により、事業所から居宅介護支援サービスについての説明

を受け、確認、了承しました。 

 

【利用者】 

 

住  所 

 

氏  名                        

 

 

【代理人または代筆者】 

 

     住  所 

 

氏  名                        

 

（続柄） 

 

（代筆理由） 

 

 


